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船舶給水用電磁式水道メーター 

 

ＳＵＰ 

 

 

型式 
定格最大流量(m3/h) 

（Q3） 

計量範囲 

＜Q3/Q1の比（Ｒ）＞ 
発信器型式：出力 

SUP 40 160 N：現地表示式（出力なし） 

 
 
 

取 扱 説 明 書 

 

 

 

このたびは、アイチの船舶給水用電磁式水道メーター「ＳＵＰ」をお求めいただ

き誠にありがとうございます。 

●ご使用になる前に、この取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。 

●お読みになった後も、この取扱説明書は必ず保管してください。 
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１．ＳＵＰの特長 

 

ＳＵＰは、羽根車式水道メーターに比べ、次のような優れた特長を備えています。 

 

●可動部がなく、優れた耐久性を発揮 
羽根車・指示歯車など、回転・摺動などの可動部を持たない画期的な水道メーターです。 
可動部の摩耗や異物による故障から開放され、長期にわたって安定した計測精度を維持します。 
 

●連続大流量を高精度に計測 
計測部には流水の障害となるものが一切なく、圧力損失もほとんど生じないため、大流量での
連続給・配水を可能とし、高精度に計測します。 
 

●計量範囲が広い 
定格最大流量（Ｑ3）の 1/160 まで正確に計測します。 
 

●バッテリー方式で８年間使用可能 
消費電力を一般電磁流量計の 1/1000（当社比）と極小に押さえ、内蔵リチウム電池で８年間
の連続計測を可能としました。 
もちろん、この間はメンテナンスフリーです。 
 

●積算・瞬間流量値を常時液晶表示 
鮮明な大型液晶で、常に積算・瞬間流量値をデジタル表示します。 
（但し、瞬間流量値は乾水時に－－－－となります） 
この瞬間流量表示を用いて、給・配水の流量調整を容易におこなうことができます。 

 
●取り付け方向が自由、しかも取り付け姿勢を選びません 

機械的可動部が全くないため、水平・垂直・傾斜など自由な取り付けが可能となり、取り付け
姿勢を選びません。 
 

●オールステンレス製の高耐食設計 
ボディや接液部には、耐食性に優れたステンレスを採用。（ねじ式結合金具は除く） 
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２．安全に正しくお使いいただくために 

この船舶給水用電磁式水道メーター「ＳＵＰ」を安全に正しくお使いいただくために、この項は 

必ずお読みください。 
 

この取扱説明書の表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への 

損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようにな 

っています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。 

  
表 示 意 味 記載頁 

 

 
危険 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重

傷を負う危険が切迫して生じることが想定されることを表してい

ます。 

なし 

 
警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡また

は重傷を負う可能性が想定されることを表しています。 
３ 

 
注意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が損害を負

う可能性が想定される、および物的損害のみの発生が想定される

ことを表しています。 

４ 

８ 

絵表示については、次のような意味があります。 

                             
一般的な禁止       分解禁止       火気禁止       必ず行う 

 
 
 

３．安全のため必ずお守りください 

 

警告 
 
このメーターに使用しているリチウム電池は優れた安全性を備えておりますが、リチウム電池

である以上、万一の電池破裂あるいは発火事故を防止するためお取り扱いには十分なご配慮をお

願いします。 

 

１． 保管について 

火気の近く、直射日光の当たる場所に保管しないでください。 

また、周囲に可燃物、引火性物質、発熱体を置かないでください。 

 

２． 使用について 

リチウム電池が内蔵されているため本器を切断、分解、変形、加熱、火中への投入など

絶対にしないでください。発熱、発火、破裂の原因になります。 

 

 

３． ご使用後のメーターの取り扱いについて 

ご使用にならなくなったメーターは、内蔵リチウム電池回収のため、最寄りの支店、

営業所へ必ずご返却ください。 

 

４． 火災など緊急時の処置について 

電池温度がおよそ１００℃以上になると電池内部で急激な化学反応が起こり、 

破裂する恐れがあります。火災などにより周囲温度が異常に上昇した場合には、 

絶対に近寄らず速やかに離れて冷えるまで待機してください。 
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注意 
 

１． メーターを落下させないでください。  

メーターを落下させたり、強い衝撃を与えないでください。けがをしたり、 

メーターが壊れる恐れがあります。 

 

２． メーター取り付け作業の際は、必ず手袋をしてください。 

指を挟んだり、ネジ部などで手に切り傷を負うことがあります。 

 

 

３． メーターの上には絶対に乗らないでください。 

メーターが転倒し、けがをする恐れがあります。 

 

４． メーターに衝撃圧を加えないでください。 

メーターを衝撃圧がかかる配管系に設置しないでください。メーターおよび接続部 

からの漏水につながる恐れがあります。 

 

５． 給水を開始する際は、バルブをゆっくり開けてください。 

急激にバルブを開けると、メーター取り付け部が不完全な場合、取り付け部から水が

勢いよく飛び出す恐れがあります。 

 

６． メーターを取り外す際は、管内の圧力を十分に抜いてください。 

圧力が管内に残っていると、メーター取り外しの際に取り付け部から水が勢いよく 

飛び出す恐れがあります。 

 

７． メーターを分解したり、修理・改造しないでください。 

メーターから漏水することがあります。メーターに異常が見られた場合は販売店に 

ご連絡ください。 
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流れの方向

チューブ

発信器

（外部出力の場合）

変換器ケース

カバー

フタ

コード

（外部出力の場合）

本体

キャリーベルト

取扱説明ラベル

ねじ式結合金具

 

４．各部の名称 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示部 

接続金具 

(町野式：メス) 

(オプション) 

接続金具 

(町野式：オス) 

(オプション) 

積算値(1m3)以上 

（キャリーベルト付） 

JIS B 9912 

呼び 65 

(φ82.5～山 5) 

積算値単位(m3) 

乾水警報マーク 

電池電圧低下警報マーク 

逆流表示 

瞬間流量値 

ブランドマーク 

型式承認番号表記 

製造番号 

製造年表記 

計量範囲 

定格最大流量 

取付姿勢（自由） 

積算値（1m3）未満 

異常入力警報マーク 
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h>0

×悪い例
エアー溜り

吐出口を立ち上げる(高さ：h)

チャッキ弁に漏れがあると、ポンプが
停止した場合にエアーが混入して、
非満流となる。

垂直配管部の下から上の
流れ方向に取り付ける。

吸い込み口

吸い込み口の位置を考慮する

×悪い例
垂直配管部の下から上
の流れ方向に取付け、
洗浄用に閉止フランジ
を取り付ける。深い

2
5
0
m

m
 

以
上

 

1
0
0
m

m
 

以
上

 

 

５．運搬、保管するときに 

 

１． 衝撃を与えないでください。 

メーターを落としたり叩いたりすると、本体あるいは変換器内部の電子部品などが 

破損し、正確な計量ができなくなる恐れがあります。 

 

２． 保管中は振動を与えないでください。 

振動により、電子部品の損傷あるいは接触不良、絶縁不良などを生じ、作動不能と 

なることがあります。  

 

３． メーターを運搬するときは、キャリーベルトを持ってください。 

変換器ケースを持つとチューブ部分の破損により、落下したり計測不能となることが 

あります。 

 

４． 火気の近く、直射日光の当たる場所に保管しないでください。 

 

 

５． メーターの周囲に可燃物、引火性物質、発熱体を置かないでください。 

 

 

 

 

６．配管、取り付けするときに 
 

１．      配管時に必ず洗管し、管内の異物あるいは油脂などを除去してください。 

高性能を発揮させるため、空気の巻き込み、流れの偏りを極力避けて、以下の図に示す 

要件を守った上、保守のしやすい場所へ取り付けてください。 

なお、取り付け姿勢（水平、垂直、傾斜など）に制限はありません。 

 

●常に計測管内は満水にすること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●エアーを吸い込ませない                                ●固形物を沈殿させない 
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合流 

エルボ 

塩素注入 

塩素注入 

水質の違う液体の上流での混合は導電率が不均一と 

なり、メーターが誤作動を起こします。 

また、腐食の原因となります。 

 

●直管部を設けること                                   ●水質の違う流体(塩素注入など)の混合 

はメーターの下流側でおこなうこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
２．      屋外設置の場合は、直射日光が当たらないよう日よけを設けてください。 

高温のため、電子部品を損傷する恐れがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

３．      高温環境(５５℃以上)での設置は、電池寿命を早めるため避けてください。 

電池温度が８０℃を超えると、電池の安全弁が作動し電解液が漏出する恐れがあります。 

この場合メーターの機能はすべて停止します。 

 

４．      腐食性ガス(塩素、硫化水素など)のある場所への設置は避けてください。 

腐食性ガスにより、電子部品の損傷あるいは接触不良、絶縁不良などを生じ、作動不能 

となることがあります。 

 

５．      振動のない場所に設置してください。 

振動により、電子部品の損傷あるいは接触不良、絶縁不良などを生じ、作動不能となる 

ことがあります。 

 

６．      管質量がメーターにかからないように配管してください。 

 

 

７．      配管周囲には、作業のためのスペースを設けてください。 

特にねじを締め付けるウォーターポンプフライヤーやモンキーレンチ等が入って回せる 

スペースを設けてください。 

 

  

 250mm以上   100mm以上 

各種弁で全開使用の場合 

250mm 以上 

合流の場合：500mm 以上 

500mm 以上 

ボール弁、バタフライなど各種制御用弁に適用する 

            100mm 以上 

各種制御用弁はできるだけ下流側へ設置する 

   500mm 以上      

     上流管に拡大管を使用する場合は 500mm以上 



 

 - 8 - 

 

７．メーターの取り付け方法  

 

(1)本体側面の流れ方向を示す矢印と配管の流れ方向とを合わせてください。 

(2)お客様の配管仕様に合わせ、接続金具(オス)、接続金具(メス)をメーターの上下流側へ流れ方向

を間違えないように注意して、ねじ式結合金具に締め付けてください。 

  尚、作業時に指を挟んだり、ネジ部などで手に切り傷を負うことがありますので、必ず手袋をし 

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)接続金具へ船舶給水ホース等を取り付けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

８．運転するときに  

 

運転にあたっては、次の事項に注意してください。 

(1)メーター内を水が充満して流れるよう送水してください。 
(2)水の温度範囲は、＋０．１℃～＋３０℃です。 
(3)メーターの使用流量については、下表の値を目安にしてください。 

 

 

 

 

 

注意 

配管・取り付け作業中、メーターの上に乗ったり、ねじを締め付け後変換器ケースを持ってメーターの

傾きを直したり、また衝撃を与えズレを直すようなことは絶対に避けてください。メーターが破損し誤動

作したり計測不可能となる恐れがあります。 

 
 

流量範囲(m3/h) 

精度±5% 精度±2% 

ＳＵＰ ０．２５ ～ ０．４未満 ０．４ ～ ５０ 

ねじ式結合金具 

型式 

接続金具 ※1 

※1お客様で準備される場合はねじ式 

  結合金具のねじ寸法 JIS B 9912 

呼び 65(φ82.5～山 5)に合った接続 

金具(オス,メス)をご用意ください。 



 

 - 9 - 

 

９．表示のご注意 

(1)計測開始流量付近で流れ始めると、積算値および瞬間流量値の応答が遅くなることがありま
す。これは計測開始流量を判定しているためで、メーターの故障ではありません。 

(2)瞬間流量値の表示は応答速度を遅く設定してあります。 
急激に流れを止めてもすぐには「０」表示に戻りませんが、メーターの故障ではありません。 

(3)瞬間流量値の表示に－（マイナス）が表示されている場合は、管内の流体が逆方向に流れて
いることを示しています。 
メーターの配管ミスが原因か確認し、配管ミスの場合は正常な方向にメーターを取り付け直
してください。 

(4)流体が逆方向に流れている場合は、積算値の表示は減算します。 
 

１０．警告マーク表示と処置 

(1)乾水警報マーク 
メーター管内に水がなくなったとき、警報マークが点滅してお知らせします。 
この警報マークが点滅している間は、計測を停止します。 
再び管内に水が充満すると警報マークの点滅が消え、計測を始めます。 

(2)電池電圧低下警報マーク 
電池電圧が低下すると警報マークが点滅してお知らせします。 
早急にメーターの更新をされることをお薦めします。 

(3)計測停止警報マーク 
電池電圧低下警報マーク点滅後、計測停止警報マークが点灯し、計測を停止します。 
計測停止後２４時間は「時間」を、その後は「日数」を瞬間流量表示部分に表示し、 
お知らせします。 
 

１１．電池寿命 

 
●電池電圧が低下すると電池電圧低下警報マークが点滅し、お知らせします。 
電池の寿命は温度に左右されます。環境温度が平均２０℃のもとで約８年間とお考えください。 

 

１２．使用期間について 

 

●この水道メーターを「取引・証明用」として使用するときは、計量法の使用期間が検定有効期間 

（８年間）内と定められています。 

検定有効期間を過ぎて使用しないようにご注意ください。 

検定有効年月は、メーターに取り付けられた検定証印または、基準適合証印に記された期間です。 

点滅 

点灯 
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１３．保証とアフターサービス 

 

●保証期間 

検定合格月から１年間は、当社の製造上の問題に起因することが明らかな故障について、無償で

交換または修理いたします。 

 

●修理されるとき 

メーターに異常があるときは、当社支店または営業所に修理を依頼してください。 

その際、故障の状況をできるだけ詳しくお知らせください。 

なお、保証期間経過後の修理は、機能復帰ができる場合に限り有償にておこないます。 

 

●保証範囲 

本製品は万全の品質保証体制で製造しておりますが、正常な使用状態において保証期間内に当

社製造責任による故障が生じた場合、修理または代替品の納入を無償でおこなわせていただき

ます。 

但し、故障した製品についての無償対応の適否は当社の調査結果によるものとします。 

また、以下の項目に該当する場合は、この保証範囲から除外させていただきます。 

 

１）カタログ、製品仕様書、取扱説明書などの記載事項に従わないで使用した場合の故障 

２）火災、地震、風水害、落雷などの災害および犯罪などの破損行為に起因する故障 

３）腐食環境下での使用による製品腐食に起因する故障 

４）犬、猫、ねずみ、昆虫などの生物の行為に起因する故障 

５）故障の原因が当社製品以外に起因する故障 

６）出荷当時の科学・技術水準で予見不可能であった故障 

７）当社または当社が指定したもの以外による修理や改造による故障 

８）不適当な点検や消耗部品の保守・交換に起因する故障 

 

なお、ここで言う保証は当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障から誘発され

るお客様の損害（当社製品以外への損害・損傷、逸失利益、機会損失、輸送費用、工事費用な

ど）につきましては、保証範囲外とさせていただきます。 
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